
 

４-1 

４ 配慮指針に基づいて行った配慮の内容 
(1) 環境情報及び配慮市長意見を総合的に検討して変更した配慮の内容 

「横浜市環境配慮指針」（令和 7 年 4 月改定）の「別記 事業別の配慮事項 10 開発行為

等に係る事業（工業団地の造成、流通業務団地の造成、土地区画整理事業を含む）」に掲げら

れている各配慮事項から、本事業の事業特性及び地域特性を踏まえて配慮すべき事項を選定

しました。選定した配慮事項について、対象事業で検討した配慮の内容を表４－１～表４－

４に記載しました。配慮書からの主な変更には、下線を付けています。 

なお、「配慮の内容」は、配慮書で示した「計画段階配慮の内容」に対して述べられた市長

意見書等を総合的に検討し、見直したものとなります。 
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表４－１ 配慮指針に基づいて行った配慮の内容 

配慮事項 選定 配慮の内容 

基
本
的
な
配
慮
事
項 

（1） 計画地の選定や施設配置等の検

討に当たっては、地形や周辺の土

地利用状況等を踏まえ、周辺環境

への影響を少なくする。 

「生物多様性横浜行動計画」等に

基づき、生物の生息・生育環境の

保全や景観機能等を考慮し、まと

まりや連続性のある農地・樹林

地、源流域、貴重な動植物の営巣・

生育地等の分断、改変を避ける。 

また、脱炭素化の実現に向けて、

「横浜市地球温暖化対策実行計

画」等に基づき、温室効果ガスの

排出抑制を事業のあらゆる場面

で実施するように計画段階から

検討する。 

○ 

・センターゾーン、住宅地等ゾーン及び森林

公園ゾーンの配置に当たっては、地盤の造

成高さ等の影響を踏まえて検討します。森

林公園ゾーンについては、主要な道路沿い

の一部が該当します。 

・切土や盛土で構成される造成については、

盛土規制法の技術的基準の適合に係る協議

で、盛土、切土、擁壁及び排水施設計画の

規模・安全性について、切土法面や盛土法

面の崩壊等による周辺環境への影響がない

よう、専門的・技術的な確認を行います。 

・道路の整備にあたっては、実施区域周辺の

地域特性や交通状況を熟知している道路管

理者及び交通管理者との協議において、将

来（「存在・供用時」）の道路交通が安定か

つ安全になるよう道路幅員、線形、交差点

処理、縦横断構造等を確認します。 

・土地利用における生物多様性への配慮とし

て、公園、歩行環境沿いの緑地が一体とな

った緑の回廊のネットワークを検討しま

す。 

なお、周辺の密集市街地の防災力向上に

つながるように、フェンス等で行き止まり

になっていた既存の道路を整備する道路を

結び、アクセスの向上を図ります。 

・整備する道路及び公園においては、「生物多

様性横浜行動計画」等に基づき、関係機関

と協議のうえ、生物多様性の保全に配慮し、

貴重な動植物の営巣・生育地等の分断を避

けるような配置計画を検討します。 

・対象事業の実施に当たっては、「横浜市地球

温暖化対策実行計画」に基づき、エネルギ

ー効率の高い建設機械や工事用車両の積極

的な採用及び省エネ運転（アイドリングス

トップ等）を実施します。 

・工事では、横浜市グリーン購入の推進に関

する特記仕様書で、建設機械は「排出ガス

対策建設機械」及び「低騒音型建設機械」

を採用し、周辺環境への影響を低減させま

す。 
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表４－２ 配慮指針に基づいて行った配慮の内容 

配慮事項 選定 配慮の内容 

基
本
的
な
配
慮
事
項 

（2） 計画地及びその周辺の自然環境、

社会文化環境等についての情報

を収集し、環境資源等の現況把握

を行う。 

○ 

・計画段階配慮書の作成、及び方法書以降で

の情報更新を通じて、実施区域及びその周

辺の自然環境、社会文化環境等についての

情報を収集し、現況の把握に努めます。 

（3） 工事計画の策定に当たっては、計

画段階から安全な工法や工程等

を検討し、市民への情報提供に努

める。 

○ 

・道路基盤の整備施工にあっては、整備区間

における安全の確保を目的として、道路管

理者、交通管理者へ許可申請を行います。 

道路管理者へは、道路の効用や交通の安全

を確保するため、工事用仮設の安全な形態

や安全な構造、通行機能を確保する計画を

策定し、道路占用許可申請を行います。 

交通管理者へは、交通の安全と円滑を確保

するため、歩行者通路の確保や幅員の確

保、工事区間との区画、交通整理員の適切

な人員配置に関する計画を策定し、道路使

用許可申請を行います。 

・状況に応じた設計や工法を検討し、安全な

構造物の構築、工事作業上の安全確保、地

下水位・地盤沈下、近接する構造物等への

影響の低減を図り、市民への情報提供に努

めます。 

・建設機械の稼働や関係車両の通行が集中し

ないよう検討します。 

・長時間連続して稼働する建設機械等がある

場合、防音型仮囲いの設置等により周辺へ

の影響の低減に努めます。 

・事業全般や工事に関する問い合わせには真

摯に対応し、周辺住民とのコミュニケーシ

ョンを図り情報提供を行います。 

（4） 環境負荷低減や、水とみどりの環

境形成に関する法令や条例、指針

等を遵守する。 
○ 

・「3(2)ス 法令等の状況」で整理したよう

な、環境負荷の低減や水とみどりの環境形

成に関する法令や条例、指針を遵守した計

画とし、周辺環境に配慮します。 

本
事
業
に
係
る
配
慮
事
項 

（5） 生物の生息・生育の場の提供、良

好な景観形成、雨水の浸透・貯留、

ヒートアイランド現象の緩和、防

災・減災、さらには人々が交流し

活動する場など、多様な機能を持

つグリーンインフラの保全、活用

を図るとともに、雨水の有効利用

などによる健全な水循環の創出

に努める。 

○ 

・生物の生息・生育の場、良好な景観、緑の

回廊のネットワークを確保し、ヒートアイ

ランド現象の緩和に寄与するよう努めま

す。また、自然や緑が身近に感じられるよ

う配慮することを通じて、グリーンインフ

ラの保全・活用を図っていきます。 

・透水性舗装の導入を検討し、健全な水循環

の創出に努めます。 



 

４-4 

表４－３ 配慮指針に基づいて行った配慮の内容 

配慮事項 選定 配慮の内容 

本
事
業
に
係
る
配
慮
事
項 

（6） 建物屋上や壁面、調整池などの工

作物、敷地の緑化を図り、生物の

生息・生育環境の確保に努める。

緑化に際しては、郷土種中心の多

様な植物の植栽や、表土の保全・

活用など、生物多様性の保全と創

造に努める。 

○ 

・公園、歩行環境沿いの緑地が一体となった

緑の回廊のネットワークを通じて、生物多

様性の保全と創造に努めるほか、生物の生

息・生育環境の確保に努めます。 

・生物多様性の観点から、緑化に際しては、

郷土種中心の多様な植物の植栽に努めま

す。 

・隣接する根岸森林公園や斜面緑地などの緑

豊かな環境などを生かしながら、実施区域

全体で連携した緑の回廊のネットワークの

形成に努めます。 

・緑地の配置に繋がる公園については、公共

施設等の技術指針において開発面積約

43ha における、３％以上の約 1.3ha 程度の

公園整備を検討していきます。 

（7） 高性能な省エネルギー型機器の

導入などによりエネルギー使用

の合理化を図る。また、太陽光発

電設備などの再生可能エネルギ

ーや、廃熱の有効利用などの未利

用エネルギーの積極的な活用に

努める。さらに、これらによる地

域単位での最適なエネルギー需

給システムの導入に努める。 

○ 

・対象事業で整備する道路照明には省エネル

ギー型機器の導入を検討します。 

（8） 使用する電気は低炭素電気を選

択するよう努めるとともに、建設

資材や設備等の確保に際しては

グリーン購入を図る。 

○ 

・対象事業で整備する道路照明に使用する電

気は低炭素電気を選択するよう努めます。

また、建設資材や設備等の確保に際しては

グリーン購入を図ります。 

（9） 次世代自動車の積極的な導入や

公共交通等の利用促進などによ

り、運輸部門における二酸化炭素

の排出抑制に努める。 

× 

・対象事業においては、次世代自動車や公共

交通等の運輸は対象外なので、非選定とし

ます。 

（10） 建設、運用、更新、解体処分など、

ライフサイクルを通して、また工

作物の長寿命化により、排出され

る温室効果ガスの抑制に努める。 
○ 

・対象事業の造成工事においては、建設発生

土の再利用、低燃費型の採用等を検討し、

温室効果ガス排出抑制に努めます。 

・道路照明の LED 電球採用等、省エネルギ

ー型機器の導入を検討し、温室効果ガス排

出量の抑制に努めた計画とします。 

(11) 微気候に配慮し、人工排熱の抑

制、緑化、保水性舗装や遮熱性舗

装等の採用、風通しのためのオー

プンスペースの確保、緑陰や日除

け等を活用した日射の低減など

により、ヒートアイランド現象の

抑制及び暑熱環境への適応に努

める。 

○ 

・対象事業において整備する道路は、保水性

舗装、遮熱性舗装等の採用を検討し、ヒー

トアイランド現象の抑制及び暑熱環境への

適応に努めます。 
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表４－４ 配慮指針に基づいて行った配慮の内容 

配慮事項 選定 配慮の内容 

本
事
業
に
係
る
配
慮
事
項 

（12） 街の個性や街並みの特徴を把握

し、建物外観の色彩や材質、建物

の形態・高さ等について、周辺建

物との連続性や後背地との調和

を図る。 ○ 

・周辺住環境に配慮した宅造地盤の高さとな

るよう検討に努めます。 

・実施区域の大半は高台に位置していること

から、開放的で眺望に優れています。また、

実施区域周辺には良好な街並みを形成す

る山手地区や、多くの人々でにぎわう緑豊

かな根岸森林公園があります。これらの特

性を生かし、周辺環境と調和した計画とし

ます。 

（13） 大雨や洪水、高潮等による浸水が
想定される区域において建物に
地下空間を設ける場合は、地下空
間の用途及び規模を考慮し、浸水
を可能な限り生じさせない構造
や避難設備の採用に努める。 

× 

・対象事業では、建物の建築を想定していな

いため、非選定とします。 

 

（14） 駐車場整備に当たっては、充電器
等のインフラ整備に努めるとと
もに、配置等については極力交通
集中の回避や、歩行者の安全及び
利便性に配慮する。 

× 

・対象事業では、駐車場整備を想定していな

いため、非選定とします。 

（15） 風害、光害、日照阻害等の影響を

少なくする。 
○ 

・「光害対策ガイドライン（平成 10 年 3 月、

環境省）」等を踏まえ、周辺に悪影響を及ぼ

さない道路照明計画を検討します。 

・夜間道路照明においては、適切な照度とし、

配光を検討します。 

（16） 地域の住民に親しまれた施設の

移転、文化財の消滅・移転及び地

域の交通経路の分断を避ける。 ○ 

・周知の埋蔵文化財包蔵地が存在しますが、
工事においては文化財保護法に基づき、工
事着手前に所管する教育委員会との協議
を行うとともに、必要に応じて試掘・確認
調査を実施し、その結果に応じた保存又は
記録保存等の措置を講じます。 

（17） 雨水浸透施設の設置や緑化、湧き

水の保全により地下水の涵養を

図る。 
〇 

・歩道や公園部分には透水性舗装の導入、緑

化により地下水の涵養に配慮した計画を

検討します。 

（18） 廃棄物等の発生抑制、再使用及び

再生利用を図る。 

○ 

・コンクリート廃材や建設汚泥等の建設副産

物の発生抑制、減量化及び資源の循環的な

利用促進に努めます。 

なお、再使用、再生利用できないものにつ

いては、適正に処理します。 

・木材代替型枠やリサイクル材等のエコマテ

リアルの活用を促します。 

・建設発生土は、場内利用を原則としますが、

やむを得ず場外区域の外へ搬出すること

となった場合にあっても、規定のとおり

「本市工事に伴い排出する建設副産物の

処分要領」に基づいて対応し、環境負荷低

減を図ります。 



 

４-6 

(2) 環境情報の概要等 

ア 配慮書の縦覧等 

本事業の配慮書は、令和 7 年 8 月 5 日に公告され、同日から令和 7 年 8 月 19 日までの

15 日間、縦覧されました。 

配慮書の縦覧期間、縦覧対象区及び縦覧場所は、表４－５に示すとおりです。 

 

表４－５ 配慮書の縦覧期間、縦覧対象区及び縦覧場所  

縦覧期間 令和 7 年 8 月 5 日～令和 7 年 8 月 19 日（15 日間） 

縦覧対象区 中区、南区、磯子区 

縦覧場所 ・みどり環境局 環境影響評価課 

・中区役所 区政推進課 

・南区役所 区政推進課 

・磯子区役所 区政推進課 

 

イ 環境情報の概要 

配慮書に対し、横浜市環境影響評価条例第 10 条に基づく「配慮書について環境の保全に

関する情報」の提供はありませんでした。 

 

(3) 配慮市長意見書に記載された市長の意見及び都市計画決定権者の見解 

本事業の配慮書に対する、横浜市環境影響評価条例第 11 条第 1 項に規定される環境の保

全の見地からの配慮市長意見書の送付を、令和 7 年 9 月 29 日に受けました。 

配慮市長意見書の縦覧期間、縦覧対象区及び縦覧場所は、表４－６に示すとおりです。 

また、配慮市長意見及び都市計画決定権者の見解は、表４－７～表４－８に示すとおりです。 

  

表４－６ 配慮市長意見書の縦覧期間、縦覧対象区及び縦覧場所  

縦覧期間 令和 7 年 10 月 15 日～令和 7 年 10 月 29 日（15 日間） 

縦覧対象区 中区、南区、磯子区 

縦覧場所 ・みどり環境局 環境影響評価課 

・中区役所 区政推進課 

・南区役所 区政推進課 

・磯子区役所 区政推進課 
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表４－７ 配慮市長意見書の内容及び都市計画決定権者の見解  

項目 意見の内容 都市計画決定権者の見解 

１ 

全
般
的
事
項 

（1）配慮事項に対する配慮の内容

を適切に事業計画に反映させ

るとともに、検討するとして

いる事項については、各々の

検討状況を方法書に記載して

ください。 

・配慮事項に対応する配慮の内容については、現

時点での検討状況を踏まえて方法書を作成し、

「4(1) 環境情報及び配慮市長意見を総合的に

検討して変更した配慮の内容」に示します。 

・今後も検討を進めて熟度を高めていく予定であ

り、その検討過程を通じて配慮の内容を適切に

反映します。 

（2）今後の事業の進展において

は、本市の最新の計画等と整

合を図るなど、適時、適切な

配慮内容となるよう努めてく

ださい。 

・事業の進捗に合わせ、適時、適切な配慮内容と

なるよう努めます。 

（3）配慮事項に対する配慮の内容

については、相互に密接に関

連する複数の事項があること

から、全体的な視点で引き続

き検討してください。 

・事業計画に関して行う配慮内容が複数の配慮事

項（環境要素）に影響を与えることを認識し、

引き続き、全体的な視点で検討していきます。 

（4）風致地区や用途地域等の地域

地区を見直すとしていること

から、環境影響評価に係る調

査及び予測の手法の前提とな

る地域地区の見直しの内容や

造成計画の方向性について、

方法書に記載してください。 

・地域地区等の見直し及び造成計画の方向性につ

いて、「2(6)ウ 地域地区等の見直しの方向

性」と「2(3)イ 土地の切土や盛土（一次造

成）(ア)造成計画」に、記載します。 
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表４－８ 配慮市長意見書の内容及び都市計画決定権者の見解 

項目 意見の内容 都市計画決定権者の見解 

２ 

配
慮
指
針
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
配
慮
事
項 

周辺環境への影響、

生物の生息・生育環

境の保全や温暖化

対策への配慮 

【配慮事項（1）】 

ア 造成計画の検討に当たっ

ては、計画区域内外の高低

差について、景観的な調和

のみならず安全性の観点か

らも配慮し、その配慮内容

を方法書に記載してくださ

い。 

・安全性の観点からの配慮内容につい

ては、表４－１の【配慮事項（1）】

の項に示します。 

 

イ 周辺の斜面林や根岸森林

公園の緑地との関係のみな

らず、より広域的な視点で

エコロジカルネットワーク

などの緑地の機能を踏まえ

て、計画区域内の緑地の配

置や面積等を検討してくだ

さい。 

・緑の回廊ネットワークの検討にあた

っては、緑地の機能を踏まえ検討し

ていきます。 

なお、緑地の配置に繋がる公園につ

いては、公共施設等の技術指針に

おいて開発面積約 43ha における、

３％以上の約 1.3ha 程度の公園整備

を検討していきます。 

緑化等による生物

の生息・生育空間の

確保と生物多様性

の保全と創造 

【配慮事項（6）】 

・計画区域は高台にあり、根

岸森林公園と隣接したまと

まりのある緑地を形成して

いることから、鳥類にとっ

て重要な移動途中の中継地

となっている可能性がある

ことや、米軍住宅地として

これまで確保されてきた緑

地の状況も踏まえて、計画

区域西側の緑地の配置や面

積等を検討してください。 

・現地調査の実施により、実施区域で

の鳥類の生息を把握します。 

・実施区域の西側については、緑や景

観を楽しめる「緑の回廊ネットワー

ク」を配置する計画としていきま

す。また今後、計画の具体化を検討

していきます。 

・実施区域における緑地の配置の考え

方を、表４－３の【配慮事項（6）】

の項に示します。 

 

廃棄物等の発生抑

制、再使用及び再生

利用 

【配慮事項（18）】 

・建設発生土については、原

則として場内再利用するよ

う施工計画を検討してくだ

さい。 

・建設発生土の再利用の配慮内容につ

いては、表４－４の【配慮事項

(18）】に示します。 

 

 

 




